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1
避難行動要支援者に係る
個別避難計画作成推進事
業

令和3年5月の災害対策基本法の改正によ
り、避難行動要支援者に係る個別避難計画の
作成が市町村に努力義務化された。個別避難
計画については、国が定める「避難行動要支
援者の避難行動支援に関する取組指針」（令
和3年5月改訂）において、優先度が高いと
判断する者について、改正法施行後、概ね5
年程度で作成に取り組むこととされている。
　本市では、令和4年度から令和７年度まで
にかけて、国の指針等を踏まえて対象を拡大
し、個別避難計画の作成に取り組むこととし
ている。

令和4年度は事業実施の初年度となることか
ら、個別避難計画を作成するケアマネジャー
等の福祉専門職に対する研修を行ったうえ
で、各区役所・支所ごとに先行実施地域
（又は事業所）を選定し、災害時のリスクが
高く、特に支援を要する方６７件（高齢者３
９件、障害者２８件）の個別避難計画を作成
した。

災害時のリスクが高く、特に支援を要する方
の個別避難計画を作成し、災害に備えること
ができた。

・作成を依頼しているケアマネジャー等か
ら、作成対象者の抽出が困難であるといった
意見があった。
・個別避難計画を作成する必要のある対象者
から作成に係る同意取得が難しい。

市民しんぶんを活用した個別避難計画の周知
や、計画作成が円滑に進むよう作成のポイン
トを絞った「個別避難計画の作り方」の作成
等を行い、令和５年度以降は、全市域で個別
避難計画を作成する。

保福
保健福祉総
務課

高齢者
障害者

2
ヤングケアラーの実態調
査結果を踏まえた支援体
制づくり

令和３年度の本市の実態調査結果と有識者か
らの意見、国が令和４年度からの３年間を認
知度向上の「集中取組期間」としていること
を踏まえ、まずは、子どもや市民向けの普及
啓発と、学校や支援者（団体）等向けの研修
を重点的に実施し、社会的認知度を向上させ
ることで、当事者が声を上げやすく、周囲か
らも早期発見・把握ができる環境づくりを行
うとともに、複合的課題に対応する支援体制
づくりに取り組んだ。

国作成の啓発ポスター掲示、人権啓発パネル
展の実施（場所：ゼスト御池　寺町広場、期
間：令和4年8月4日～7日）及び京都市情報
館や市公式ＳＮＳによる情報発信等、社会的
認知度の向上を図るとともに、支援団体向け
の研修動画や手引きを作成し、ヤングケア
ラーの早期発見・把握に繋がる取組を行っ
た。また、府市協調による取組として、京都
府ヤングケアラー総合支援センターから市立
学校の児童生徒（小学４年生～高校３年生）
へのチラシ配布、市関係局実務者会議への京
都府担当者の参加等、関係機関との連携体制
を強化した。

取組を始めたところであり、成果を示すこと
が難しいが、各区役所・支所の各分野の研修
等において、ヤングケアラーをテーマに取り
上げていただく機会も増えている等、官民問
わず支援機関において関心が高まっていると
感じている。

令和３年度の調査結果より、社会的認知度が
低く、ヤングケアラー本人や周りの大人が気
付きにくいことが課題である。
また、ヤングケアラー支援に当たっては、各
分野の既存の施策を組み合わせた支援に取り
組んでいるが、一方で、ヤングケアラーにな
る要因や背景は様々であり、制度の狭間に陥
るケースも想定される。

ヤングケアラーの早期発見・把握、適切な支
援に繋げるには、社会的認知度の更なる向上
が必要であるため、令和５年度は、普及啓発
を促進する。
また、ヤングケアラー本人の負担軽減を目的
とした訪問支援事業をモデル的に実施するこ
とで、家事・育児の支援を通じて対象世帯の
課題やニーズの把握等に努める。

子若
保福
教育

子ども家庭
支援課
健康長寿企
画課
生徒指導課

子ども

3
児童虐待防止のためのＳ
ＮＳを活用した相談体制
の整備

国において令和４年度中にSNS相談システ
ムが構築されることを踏まえ、児童虐待の未
然防止や早期発見の観点から、子どもや保護
者がより相談しやすい環境を整備していくこ
とを目的に、本市においても、子どもや家庭
からの相談をSNS上で受け付ける体制を整
備した。
現在、児童相談所虐待対応ダイヤル「１８
９」など電話が中心となっている子どもや家
庭からの相談について、コミュニケーション
ツールとしてのSNSの普及を踏まえ、相談
体制を整備し、SNS上で一般的な子育ての
相談から虐待相談まで幅広く相談対応を行
う。

令和４年度中の開設に向け、国が開発した相
談システムへの接続作業、職員向け研修や本
市独自の対応マニュアルの作成等に取り組ん
だ。また、本市発行の市民向け生活冊子や子
育て世帯向け冊子（計７種類）で紹介を行う
などの広報活動にも取り組んだ。

令和５年２月の国におけるシステム運用開始
時期に合わせ「親子のための相談LINE」を
開設。令和５年３月末現在、計１５件の相談
を受付け、子育てや親子関係の悩みに対応し
ている。LINE上での助言に加え、児童相談
所を含む各種相談機関の案内を行っている。
匿名でのやりとりであるが、児童相談所への
相談に繋がった事例もある。

ＳＮＳ相談は、相談者の声や表情が把握でき
ないため、少しでも多くの情報を得て、相談
者の悩みに寄り添う相談対応の技法を習得す
る必要がある。

令和５年度以降も、異動等により新たに担当
する職員に対しては、専門のカウンセリング
機関での研修を受講させる。
また、現在、相談対応に従事している職員に
ついても、相談対応力の向上に向け、これま
での相談対応を共有するなど、個々のスキル
アップを図る。

子若
児童福祉セ
ンター

子ども

4
医療的ケアが必要な児
童・生徒への通学支援

総合支援学校において、通学途上の医療的ケ
アが必要なためにスクールバスに乗車でき
ず、児童生徒を学校まで送迎いただいている
保護者の負担の一部軽減を図るため、看護師
同乗の福祉タクシー等による学校－自宅間送
迎に係る経費を補助する。 （※送迎回数に
上限あり）

通学支援開始（12月）
利用者数：9名（延べ送迎実施回数：142
回）

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に
関する法律」の趣旨を踏まえ、保護者の負担
軽減を図ることができた。

通学支援へのニーズは今後増えていくことが
予想される。そのための予算確保や、通学支
援に協力できる事業者を新たに確保していく
ことが課題である。

通学支援の充実を図るとともに、関係機関等
とも十分に連携を図り、通学支援に協力可能
な事業所の確保に努める。

教育
総合育成支
援課

障障害者
子ども

追加
ユニバーサルデザインや
バリアフリーに配慮した
庁舎整備

効果的・効率的な業務執行体制の構築と災害
等に備えた危機管理体制の強化を目指し、市
内に点在する水道・下水道の事業所、営業所
等の窓口機能を集約した事業・防災拠点の整
備を進めるため、市内南部エリアを所管する
「上下水道局総合庁舎」を整備した。

各所の段差解消や車いす等の移動空間の確
保、見やすい文字サイズやピクトサインの活
用、各階にオストメイト器具を備えた多機能
トイレを確保した。
目の不自由な方に向けては、歩道からエント
ランスロビーの総合受付までの誘導として点
字タイルを設置し、施設案内サインや多機能
トイレの案内サイン、階段手すりに、触知・
点字加工を施した。また、施設案内サインや
各所のサインには、多言語対応として、４か
国語（日英中韓）や２か国語（日英）表記と
し誰もが使いやすい施設とした。

多くの人々が利用する施設として、ユニバー
サルデザインやバリアフリーに関する法律等
に則ったものであることはもちろんのこと、
安心安全、円滑な移動、わかりやすさ、使い
やすさの向上につながった。

- - 上下水
技術監理室
監理課

女性
子ども
高齢者
障害のある
人

追加
西京☆わくわくはぐくみ
アクション

区内関係機関・団体と連携し、子どもたちの
健やかな発達・発育や子育てを地域ぐるみで
大切に見守り支える「はぐくみ文化」の推進
に取り組む事業として、令和3年度から、夫
婦のパートナーシップ、父親の育児参加を
テーマに取り組んでいる。その一環として、
令和5年3月に、冊子「西京パパBOOK「パ
パはじめます」」を作成し、配付した。

令和5年3月に、冊子「西京パパBOOK「パ
パはじめます」」を作成し、配付（発行部
数：3,000部）。

【掲載内容】
・西京区先輩パパからのヒント・体験談
・妊娠期からのママの心と体の変化
・夫婦・家族のコミュニケーションのコツ
・互いに心地よい育児家事の分担　など

主に母子健康手帳交付時に、パパの育児参加
や夫婦の子育てシェアリングについて説明・
配付することで、父親（パートナー）が出産
後に始まる子育て（生活）についてイメージ
を持ち、育児参加につなげられるよう進めて
いる。また、ワークライフバランスの推進に
も寄与している。
さらに、市内図書館からの配架希望や本市の
「ワークライフバランス応援web」への掲載
など反響をいただいている。

「産後パパ育休」の創設など、父親（パート
ナー）が育児に取り組みやすい環境は少しず
つ整備されているが、まだまだ子育ての多く
を母親が担っている現状がある。
子育ては夫婦を含め、社会で担うという認識
が大切であると考える。

令和５年度以降も、西京パパBOOKの継続配
布のほか、継続的な父親（パートナー）の子
育て支援事業をはじめ、夫婦での子育てを意
識した事業を展開する。

西京区
子どもはぐ
くみ室

子ども

（新規事業）令和４年度人権文化推進計画取組実績


